
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として、給与所得控除の見直し、特定親族

特別控除（大学生年代の子らに関する特別控除）の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが

行われました。 

これらの改正は、令和 8年 1月 1日に施行され、令和 7年中（1月 1日～12月 31日）の収入に対し

て課税される、令和 8年度の個人住民税（町・道民税）から適用されます。 

 

【財務省】令和７年度税制改正の大綱の概要 

 

【国税庁】令和 7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について 

 

 

１ 給与所得控除の見直し 

給与所得控除額の最低保障額が５５万円から６５万円に、１０万円引き上げられます。 

 ※ 給与収入額が１９０万を超える場合の給与書所得控除額は変更ありません。 

  ※公的年金の控除額に変更ありません。 

給与所得控除額 

給与等の収入金額 Ａ 
改正後 改正前 

１８０万円以下 

６５万円 

Ａ×４０％－１０万円 

※５５万円に満たない場合は５５万円 

１８０万円超１９０万円以下 
（Ａ－１８０万円）×３０％ 

＋６２万円 
１９０万円超３６０万円以下 

（Ａ－１９０万円）×３０％ 

＋６５万円 

３６０万円超６６０万円以下 
（Ａ－３６０万円）×３０％ 

＋１１６万円 

（Ａ－３６０万円）×２０％ 

＋１１６万円 

６６０万円超８５０万円以下 
（Ａ－６６０万円）×３０％ 

＋１７６万円 

（Ａ－６６０万円）×３０％ 

＋１７６万円 

８５０万円超 １９５万円 １９５万円 

 

 

２ 特定親族特別控除の創設 

生計を一にする大学生年代（１９歳以上２３歳未満）の親族のうち、合計所得が５８万円（改正後の

所得要件）を超え、扶養控除を適用できない者についても、段階的に控除を受けられるようになります。 

ただし、住民税の非課税基準は変更がないため、本人に住民税が課税される場合がありますのでご注意

ください。 



 

 

 

 

 

３ 扶養控除等に係る所得要件の引き上げ 

令和８年度より、同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額の基準が、これまでの「４８万円以下」

から「５８万円以下」に引き上げられます。 

給与収入のみの場合、１２３万円までであれば同一生計配偶者や扶養親族に該当します。 

 

 

４ 基礎控除額の上乗せ特例 

所得税に係る基礎額控除は、納税者本人の合計所得金額に応じて以下のとおりとなります。 

住民税については変更ありません。 

納税者本人の合計所得金額 
控 除 額 

令和６年分以前               令和７年・８年分 令和９年分以降 

１３２万円以下 

４８万円 

９５万円 ９５万円 

１３２万円超 ３３６万円以下 ８８万円 

５８万円 
３３６万円超 ４８９万円以下 ６８万円 

４８９万円超 ６５５万円以下 ６３万円 

６５５万円超 ２，３５０万円以下 ５８万円 

２，３５０万円超 ２，４００万円以下 ４８万円 ４８万円 

２，４００万円超 ２，４５０万円以下 ３２万円 ３２万円 ３２万円 

２，４５０万円超 ２，５００万円以下 １６万円 １６万円 １６万円 

２，５００万円超    ０円     ０円     ０円 

（注）上記規定は、令和７年１２月１日に施行されます。令和７年１１月３０日以前に、令和７年分の

所得税の死亡・出国に伴う準確定申告書の提出をする方は、改正前の令和６年分以前の基礎控除額を適

用しますので、１２月１日以降更正の請求により改正後の基礎控除額を適用することができます。 

１９歳以上２３歳未満に 

該当する親族の合計所得金額※ 

納税義務者の 

特定親族特別控除額 

５８万円超  ８５万円以下 ４５万円 

８５万円超  ９０万円以下 ４５万円 

９０万円超  ９５万円以下 ４５万円 

９５万円超 １００万円以下 ４１万円 

１００万円超 １０５万円以下 ３１万円 

１０５万円超 １１０万円以下 ２１万円 

１１０万円超 １１５万円以下 １１万円 

１１５万円超 １２０万円以下 ６万円 

１２０万円超 １２３万円以下 ３万円 

※合計所得金額は、総合課税分所得

（損益通算後）と分離課税分所得の

合計。ただし、一時所得及び総合譲渡

所得（長期）は１／２の額。 

※特定親族特別控除の対象となる者

は、住民税非課税判定における扶養

親族には該当しません。 


